
○ 委員長   

 他に質疑はありませんか。 

○ 佐藤委員   

 今初めて庄内が小中一貫校とかいう方向性とか、飯塚市が小中一貫校を基本とするような発

言がありましたけども、全く私は原田委員と違って納得しませんので、頴田をするわけでしょ

う、今から。そして、モデル校なんでしょう。そこでモデル校として検証も何もやってないで

次ぎに進むっていうのはいけないと思うし、やっぱり保護者の意見等々はまだまだ聞くところ

が不十分なんで、そこを聞いてからやっぱり方針を出さんと、小中一貫はまだ頴田がモデル校

としてされてるんですよ、そこのやっぱり検証をする、そしてどれくらい学力は上がるか、そ

の辺をしてから私は進めてほしいと思いますし、やっぱり該当する保護者の意見をもっともっ

と聞く場面が要ると思いますんで、その辺は努力してください。私は納得しませんので、お願

いいたします。 

○ 委員長   

 別にありませんか。学校関係ですか、はい。 

○ 西委員   

 要らんこと言うなと言わっしゃるかもしれんけど、高田と内野、八木山小学校、これはもう

統廃合の第１に上がっとると思いますよね、これこの中には何にも書かんずくに、もうほかの

とこんとはいっぱい書いてあるですたいね、そこ辺のあれは、もう統廃合と、もう高田はもう

６９人、八木山、内野ももう数は少ないと、これはもう例外というようなことですか、ちょっ

とそこ辺を。 

○ 学校教育課長   

 今御指摘がありました八木山、内野、高田の小学校につきまして、もう例外だから統廃合の

対象だから書いてないとかいうことでは全くございません。せんだってのＰＴＡへの説明会の

ときにも、高田小学校のＰＴＡ会長さんからも八木山の会長さんからも、素案、済みません、

その当時は素案でしたから、素案に載ってない所はあくまでも検討の対象校であり、もう学校

がなくなりますよということじゃないですよねと、教育委員会として方針が出たら必ず学校、

保護者、地域に説明に行きまして協議をするようにしております。そういう段階ですので、ど

うぞ御理解いただきたいと思います。 

○ 西委員   

 そういうことであろうが、この中にちょっと何か寂しいですな、ちょっとうたい込んでもろ

うとったほうが、これはもうのけられたような、いやそうでありませんち今学校教育課長は言

わっしゃるけどですね、もう統廃合というようなことであれば、それもう対象ですよ、これは

ほかのとこがどうこうの、平恒小学校とか目尾小学校とか飯塚小学校、もうそういうとは抜き

にして、もうその対象になるとやから、何かこうちょっとですな、何かここ辺にちょっと書い

て入れてもろうとったほうがやっぱりわかりやすいということをお願いしておきます。あとは

もうどうせですね、将来的なことをどんどん少子化になっていきよるとやから、これに素案ち

ゅうことはこれはもうできん状態ですけん、まあお願いしときます。 

○ 委員長   

 次、だれかありますか。 

○ 川上委員   

 私は庄内の小中一貫についてはどうかというように思います。それが本当に２３年にずらす

本当の理由なのかどうか、もう一度そこ聞いておきたいと思います。別の理由があるんじゃな

いですか。 

○ 教育施設課長   

 教育委員会としては、特にほかの理由があるということはございません。 



○ 川上委員   

 教育委員会としてはということでしたけども、それで、最後に学校まだ一つ指摘し忘れまし

たので、それ指摘した上で幼稚園に行きたいと思いますが、先ほど標準クラス数のことを、文

部省の標準から逸脱してあなた方は進もうとしておるというのを指摘したんだけど、一方で、

少人数学級をやればクラス数が全然変わってくるじゃないですかと、第２プログラムを考えて

みたらどうですかっていう提案をしておったんだけど、資料が出ました。しかし、考えておら

ないということのようですね。だから、これは今からでも間に合うことですよ、今から考慮す

ることです、実施計画が出た段階で。だから、この少人数学級をした場合、クラス数がどうな

るのかというのをきちんと考えて、その上でプログラムを考えていくと、こういう資料も地域

の方、それから保護者の方にもあなた方の手で、私はもう出しましたけど、あなた方の手で示

して、こういうふうにもなるんですよというのを、私たちは文部省の標準から逸脱してますと

いう事実を示しながら、協議するならしなきゃいかんと思うんです。意見を聞くなら聞かない

といけないと。 

 それで、幼稚園なんですが、再編を行い１園とするということですね。これについては、こ

の間るるやりとりをしました。で、定数はどのように考えていますか、現在定数は幾らで、１

園となった場合どうするかということについて。 

○ 学校教育課長   

 現在、公立幼稚園の園児の定数は２９５名でございます、３園合わせまして。現在のところ

１園に統合しましたときの園児数及び学級数については、幼稚園の現場、それから保護者等々

の声を聞きながら協議することにはなると思いますが、公私立幼稚園の在園児数の市内全体の

減少もかんがみますと、３歳児、２０人で３クラス、４歳児、３０人で２クラス、５歳児、３

０人で２クラス、で、定員１８０名というような考え方が妥当ではないかとは思いますが、当

然１園になりますと、移行期間においてそれに対応できるだけの定数もあわせて考える必要が

あるというように想定をしております。 

○ 川上委員   

 あなた方が今回、棒線部分、かなり勇気の要ることではなかったかと思うけど、かなりスト

レートに書いてますね、少子化の中で子どもが少なくなるので民間の私立幼稚園の経営が厳し

くなると、それを公立が圧迫するわけにいかないと読めるようなことを書いてますよ、追加の

中で。まあ、かなりストレートなことを書いたもんだと思います。それから言うと、現在２９

５、約３００定数なんですが、これが１８０にしようかなと、この定数減になった部分は結果

として私立幼稚園に行っていただきたいと、経営を助けていただきたいという考え方なんです

ね、そういうことですか。 

○ 学校教育課長   

 現在、定員は２９５でございますが、この近年の在園児数、実際に入園してくる子どもたち

の数を見ますと、約、近年３年間では２５０名程度で推移をしております。それに対しまして、

私立幼稚園のほうは年々５０名ほど減少しておるところでございます。市内全体のことも考慮

しまして、１８０という数にしておりますが、これに各１クラス単位で計算しますので、３歳

児をふやしますと、当然４歳児、５歳児もふやすことが教育的になりますので、それで試算し

ますと約２６０名の定員になりますので、そうなることを避けることで、現在は１８０という

ことでいろんな推察をしておるところでございます。 

○ 川上委員   

 １２ページに、対照表の中で、公立幼稚園と私立幼稚園の役割論を補充していますね、私立

幼稚園については教育理念に基づく特徴づけを少し書いています。ところが、公立幼稚園につ

いては保育料のことしか書いてないわけです。授業料のことしか書いてない。公立幼稚園の役

割論がないわけです。なぜこういうような中途半端な言葉を挿入するのかと思うわけです。私



は、私立の幼稚園がさまざまな面で、就学前教育で頑張っておる姿も幾つか見たりも聞いたり

もしております。と同時に、公立幼稚園の役割は何かと、そこをあなた方がきちんと踏まえて

いないから安易に３つを１つにするとか、定数を３分の２にするとかいうような発想が出てく

るんだと思うんです。例えば、私立幼稚園の場合は宗教教育ができますね、してない所もある

でしょう、道徳にかえて宗教教育できるじゃないですか。しかし、そこに入らなければならな

い地域的なこととか通勤の関係とか、通勤はまあ少ないか、諸事情で公立がなくなればその私

立、自分は望まない宗教教育をやっている所に行かざるを得ないというところも出てくるかも

しれない。そういうことも考えてみないといけないと思うわけです。例えばですよ。だから、

公立の役割をあなた方が、お金がかかるから、職員の人件費がかかるから、どうかして減らそ

うというような発想を、ここに書いてないですよ、書いてないけども、その発想からこれをや

るというのであれば、学校教育課って何なのということになるわけです。だから、もう少し公

立幼稚園の役割というのをきちんと押さえて私はいく必要があると思います。 

 それで、もう一つ聞きます。この間も聞いたかもしれません。その後、あなた方が指摘を受

けて考え方が変わったかどうかなんだけど、新築しますね、移転するかもしれないけど、移転

新築するでしょう、そうするとそれは民営化対象ですか。 

○ 学校教育課長   

 いえ、現在のところそのようには考えておりません。 

○ 川上委員   

 民営化しないと、教育長、この公立幼稚園、たった一つの飯塚市の公立幼稚園、守り抜くと

いうふうに答弁できますか、してください。 

○ 学校教育課長   

 補足をさせてください。１０月の調査特別委員会の中でもお答えしましたとおり、幼稚園ゼ

ロにはしないのかと、なぜしないのかといいましたときに、先ほど出ております小中一貫教育

の実現につきましては、中１ギャップを解消する。そして、学力向上を目指すという飯塚市の

教育理念を出しました。公立幼稚園１園を残しますのは、今言われる小１プログラムの解消の

ために幼稚園教育がいかにあるべきかということを、幼稚園教諭、それから専門家とも合議し

まして、現在まだ打ち出し切っておりません教育内容、いわゆるシラバスの形できちんと提示

をやがてしたいと考えております。そのような流れの中で飯塚市の幼稚園というものの必要性

を感じておりますので、これを一つにしました。そして、ストレートに民営化しますというよ

うな考えは現在のところ持っておりません。 

○ 川上委員   

 だから、学校教育課としてはとか現在のところはとかいうふうに言わないで、学校教育課長、

そのくらいしか答弁できないんだから。だから教育長に答弁求めているわけです。だから、こ

の１園になった幼稚園は民営化せずに、あるいはもう廃止はせずに公立として守りますと、絶

対守りますと答弁ができますか。 

○ 教育部長   

 ここの第一次実施計画、この中で３園を１園にというふうに明記しておるわけでございます

けど、先ほどから課長がるる答えておりますように、今現在３園ある中でそれを１園という方

向性を出してきたわけでございますので、本当に民営化ということは考えていないということ

を言っておるわけでございます。 

○ 川上委員   

 まあ、民営化しないとは絶対答弁しないということなんですね。考えていないと、今はとい

うことでしょう。で、教育長は答弁立たなかったと。教育長が答弁に立たないということが、

この問題の深刻さを物語っていると思うわけです。 

 それで、庄内幼稚園、それから頴田幼稚園、今後どこに建つかわかりませんけど、廃止なん



ですよ、その町にとっては。統合とかいう問題じゃないですよ。だから、あなた方は平気なん

です。自治体から公立幼稚園がなくなることについて無感覚なんですよ、痛みがわからない。

だから心配して残り一つにしたとしても廃止するかもしれない、民営化するかもしれないって

いうふうに思うわけです。みんな思っていますよ。それで、なぜ思うかなんです。幼稚園につ

いて市民意見がかなりありましたね。公立幼稚園について、統合問題、それから跡施設利用に

ついて、どういう内容が多かったですか、それからどういうふうに受けとめましたか、どうい

う内容でしたか、それからどう受けとめましたか。 

○ 学校教育課長   

 まず、大きな内容としましては、今委員さんが御指摘になりました自分たちの地域から幼稚

園がなくなるということについての御意見、それから、もう１点が跡地利用につきましては、

これは具体的にこういう幼児教育をしてくれるこういう所にぜひ活用させていただきたいとい

う保護者の声や、もしくは恐らくこれは推察に過ぎませんが、もし跡地を利用させてもらえる

なら、私たちのこのような教育理念に基づいて幼児教育を行いたいという、関係者も含めたと

ころでの声があったように把握をしております。 

○ 川上委員   

 私が入手した市民意見の写しを見ますと、これは「シチタ」と読むんですか、「ナナタ」と読

むんですか、チャイルドアカデミーという所にお子さんが行かれている保護者の方からのよう

です。何件も来ています。だから、廃止後の幼稚園施設をぜひ使わせていただきたいというこ

とになっています。それで、あなた方はそれを意識したかしなかったかわかりませんけど、関

連のところを文章を変えたんです。それで、これ見てみますと、このチャイルドアカデミー教

室、飯塚教室は、将来幼稚園を運営したいという希望があるそうですと書いていますね。だか

ら、新しくできた幼稚園が、あなた方の責任放棄という流れからいくと、手を挙げている所に

はもう譲ってしまうというようなことになりかねんなという心配をしておるわけです。だから、

その辺の関係は心配ないのかどうか、心配ないのであれば、公立幼稚園、民営化しませんと、

廃止しませんというふうに、もう一度すぱっと答弁できないですか。 

○ 学校教育課長   

 確かにチャイルドアカデミーの方がその夢が実現できますよう、ぜひ跡地の利用についてと

いうような声まで上がってきております。しかしながら、そこに云々というようなことはまだ

時期的に早過ぎるとも思いますし、軽率な行動だと思いますので、その確認までは事務局とし

てはしておりません。それが１点でございます。 

 また、先ほどからの答弁で繰り返しますが、公立幼稚園として３園を１園にした場合に、市

で責任もって幼児教育のあるべき姿について研究し、それを回りに広げていけるように努力し

たいと思っております。 

○ 委員長   

 他に質疑はありませんか。 

○ 原田委員   

 今、幼稚園の問題が出ておりますけども、まず幼稚園と保育所の違いっていうのは、これも

のすごく大きなものだと思うんです。一番わかりやすいことでいいますと、まず入園料と保育

料の違いですよね。私事の話になりますけども、私が２０年ほど前会社勤めをしておりまして、

いわゆる共働きでございました。当時２人預けておりまして、１人が約５万円、２人合わせて

大体８万円近く払っておったと思います。現状ではこれどのくらいになっているのかわかりま

せんけども、幼稚園では多分今１人が月額７千円程度じゃないかと、このように思っておりま

す。まあ若干の違いはあるかもしれませんけども、大体そのぐらいだったと思うんです。問題

は、このやっぱり保育料っていいますか、入園料といいますか、月の維持費っていうのがかな

り違うんです。特に、今こういう経済状況の中、２２年度までにはこれを決定する、やっぱり



私は世情にも合わせたやり方があってしかるべきではないかと、このように思うわけでありま

す。やはり保育所には本当はやりたいんだと、でも経済的負担がものすごいと、預けられない

からこの保育所に預けたいんですという方がすごくいらっしゃるんです。 

 例えば、今出てましたこの３園の中で、もうどう見たって、先ほど川上委員言ってましたけ

ど、幸袋幼稚園だけが残って、恐らく頴田と庄内についてはなくなる方向でいくでしょう。そ

うしますと、そういった経済的負担を考えた、そういった子どもを抱えた方々がどうするのか、

じゃあどこにやるのか、再編って言ってますけど、これ移転統合も含めと、どこに移転統合で

きるんですか、これだけの大きな、いいですか。これだけの広大な範囲の中でどこに移転統合

して、どこに連れて行けっていうんですか、公立の場合ですよ。これ、現在的な本当に普通の

御家庭が、経済的な理由っていうのをやっぱり全く私はこれ考えてないことだと思うんです。

今非常に厳しい、百年に一度と言われるこの経済状況の中でこういうことをやるっていうのは、

私は市としていかがなもんかなと、もう少し経済状況も含めた中で、やはり保育所に預ければ

どういった所得を持たれた方でも、３万円、４万円、５万円、６万円とする。しかしながら、

幼稚園であれば何とか７千円で済むんだと。今延長保育もあります。学童だって今充実してき

ます。そういう経済的負担についてはどのようにお考えなのか、私はぜひお伺いしたいと思い

ます。 

○ 学校教育課長   

 現在の授業料につきましては、委員さんおっしゃいます金額にほぼ同額で６千円でございま

す。確かに公立保育所に預けるよりも月当たりの保護者の負担は軽減できるとは思いますが、

保育に欠けることのない幼児が幼稚園にはやってきますので、──失礼いたしました。主に、

午後からの時間は御家庭でその家庭教育を実施することになりますので、金額の差も現状から

考えますと、御指摘の向きもわかりますが、家庭の保育条件の異なるところに対応するために、

市としての公立幼稚園が必要だというように考えておりますのが学校教育課の基本でございま

す。 

○ 原田委員   

 ちょっと視点が違うんです。例えば、庄内とか頴田とか幼稚園がなくなったと。じゃあ、も

うその地区では保育所しかないっていった場合はどうするんですかということを言っているん

です。経済的負担というのは当然に上がってまいります。このことを言ってるんです。だから

私は恥ずかしながら自分のときは幾ら払ってましたということを言ったんですよ、比較するた

め。かなりの差があると思うんです。今は本当にこの経済状況の中で、その負担というのは本

当に重いんで、このことに対してどうお考えなんですかということを私はお尋ねしております。 

○ 学校教育課長   

 今、具体名が出されました。例えば、例えばの話ですが、すみません、例えばの話が適切か

どうかわかりませんが、庄内幼稚園の、庄内地区の今通っている子どもさんたちということで

したので、その子どもたちが１園になったところに通園することについての利便性も考慮した

上で再編を考えていくつもりでございます。また、そのときには、その地域の方や現在の保護

者の方の声も聞きながら実施をするということを考えております。 

○ 原田委員   

 利便性を考えてということを今おっしゃいましたけど、そうしますと、通園バスだの何だの

っていうことだってこれ十分にあるわけですよ。例えば、庄内地区で言えば、通園バスが年間

８０万円の予算を削られましたよね、有料になりました。有料をかけてバス代も払ってくださ

い、そのかわりそういうものは用意しますよっていうことですよ、そういうことですか。 

○ 学校教育課長   

 はい。私がイメージしましたのは、幼稚園の通園バスでございます。 

○ 原田委員   



 私は、今のは余りにも乱暴じゃないかなと思うんです。今言いましたように、幸袋、それか

ら頴田、庄内地区、３園を、例えばそこにどういう形であれ幼稚園というのが残っとけば、ま

あ何とかなるかなという気はするんです。その第１の理由としましては、入園料、保育料の経

済的負担です。それが受け手がない場合に、例えば市内で１園だけになってしまったと、そう

いうときにはどうしたらいいんですかということ。じゃあ今通園バスでも用意して、例えば長

時間、３０分、４０分揺られて子どもがやるのかっていうことです。じゃあそれをバスに揺ら

れてでもそういう手立てはとりますっていうことをおっしゃったんですね。でも、それが果た

して市として、教育として、こう載っておりましたね、子育て支援とか多種多様なニーズに応

じた教育機会を提供しているとか、非常に耳ざわりのいい言葉が今度は改正の中には載っては

おりますけども、身体的には全然、これ非常に負担をかける部分だと思うんです。文言だけは

非常にいいですよ。 

 私はあくまでもお聞きしているのは、例えば、そこが３園あったのを、もう２園廃止になっ

てしまったと、揺られてまで行って、そこで経済的にも少ないで、もう６千円か７千円で済む

んやないですかと、せいぜい交通費入れたって１万円以内で済むやないですかっていう、今課

長が言われたのはそういうところまで、そう聞こえるんです。安いやないか、そっちにやれっ

て、そうにしかとれないんです。それが嫌だったら、もうそこら辺の保育所、どこにでも預け

なさいよとしか私は今受け取れなかったんです。市として今、私が言いますように、この非常

に厳しい、今経済状況厳しいですよ、派遣だの何だのって、派遣の方全部独身じゃないんです。

子どもさんもいらっしゃるんです。そういった方も飯塚いらっしゃるんです、市内に。どこに

いらっしゃるかわからない、でもそういった方を保護するのも２２年できちっと決めて、３園

統合します、ひょっとしたら合併するかもしれませんよ、なくなったらバスを出すかもしれま

せんよっていう、そのやり方はいかがなもんかなと思っているんです。そういった経済状況に

勘案して、何かもう少し柔軟性を持たせるっていうことはできないんでしょうか、お尋ねしま

す。 

○ 学校教育課長   

 実施スケジュールの中で、平成２２年に決定としておりますが、どのような形でどんな段階

でいくかのこともあわせまして決定していきたいと思っております。今、御指摘がありました

件も加味しながら、また今後検討をしていきたいと考えます。 

○ 原田委員   

 ぜひ、私先ほどから料金のことばっかり言ってますけども、やっぱり保護者ちゅうのはやっ

ぱり料金が一番経済負担が大きいんです。そういったことも視野に入れながらぜひお願いをし

たいと思います。 

○ 委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０５ 

再 開 １３：０５ 

 委員会を再開いたします。他に質疑ありませんか。 

○ 江口委員   

 この計画自体は、もう既に計画決定をされたわけですよね、まずちょっとそこの部分の確認

からお願いをいたします。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 この第一次実施計画につきましては、今月２日の行財政改革推進本部会議の中で決定をいた

しております。 

○ 江口委員   

 午前中の質疑の中で、この計画に関する効果額のお話がございました。累計で言うと、私の



手元の記録が確かであるなら、７億４千万円、それと土地の売買で７億３千万円という効果額

だと思うんですが、この部分に関して、その一覧表的な部分、何が幾らあってこのような数字

になるのかといった資料について提出を求めたいと思います。あわせまして、この第一次実施

計画を策定するに当たり、各種審議会並びに各種団体等との協議を行ったはずであります。そ

の部分の経緯、それに関する部分、市民に関する意見です。市民の意見についての集約につい

ては、非常に簡単な分ではありますが出ておりますが、各種団体、各審議会については全く資

料が出ておりません。その部分についての何らかの資料提出を求めたいと思います。委員長に

おいてお取り計らいのほどをお願いいたします。 

 なお、この部分については何も本日この場で出せというものではなく、後日の委員会でも結

構ですので、そのことについて申し添えます。 

○ 委員長   

 江口委員からの質問でございますけども、執行部にお尋ねいたします。ただいま江口委員か

ら要求があっております資料は提出できますか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 先ほどの効果額の一覧につきましては、今現在作成はいたしておりませんが、細かい部分に

つきましては作成いたしておりませんが、次回の特別委員会には提出させていただきたいと思

っております。また、関係団体等との意見交換なり意見あたりの集約につきましても、今関係

各課でそれぞれ行っておりますが、どの程度まとめられるか、文章としてまとめられるか、ち

ょっと所管課と協議をしながら、提出できるものにつきましては提出をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

○ 委員長   

 お諮りいたします。ただいま江口委員から要求がありました資料については、要求すること

に御異議ございませんか。 

○ 川上委員   

 私は、今の行革主幹の答弁はおかしいと思うんです。大きい数字を言ったんだから、積み上

げてきた小さい数字があるはずなんです。それがないからといって出せない、きょう出せない

というのはおかしいでしょう、ないはずはないです。だから、私は少し時間をとってでもすぐ

出してもらったほうが後の審議に生かされると思いますので、そのように取り計らいをお願い

します。 

○ 委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：０９ 

再 開 １３：１１ 

 委員会を再開いたします。 

 再度お諮りいたします。ただいま江口委員から要求がありました資料については、要求する

ことに御異議ございませんか。 

（ 異議なし ） 

 異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 江口委員   

 計画が決定した後ではございますが、本計画についてまず明らかに私たちの思いと違うと思

われる点を１点指摘しておきたいと思います。 

 図書館についてでございます。図書館については、穂波図書館については２１年度に再検討、

そして、頴田に関しては公民館図書室に変更という形になっております。このことを考えると、

果たしてこれから先の頴田と穂波の読書環境の育成等々がどうなるのか、すべて文化並びに経



済にも関係すると思われる生涯学習の基盤となる施設が、これから先どうなるのかが非常に不

安であります。そういったことも含めまして、昨年の１２月議会では、私ども議会は全会一致

で、読書サービスの平準化と水準の向上に関する請願を全会一致で採択をしました。ところが、

このあり方に関する第一次実施計画に関しては、そのことが考えられていないように思われま

す。この点については、非常に残念というか、はっきりいって何を考えてこの計画がまとめら

れたのかが私には理解ができません。住民の方々の思い、そして議会の意思をどのように考え

てこのような計画になったのか、この１点だけ御説明いただけますか。 

○ 生涯学習課長   

 今回の計画につきましては、昨年１２月の請願の全会一致での採択ということがございまし

て、こういったものも加味をいたしまして、若干表現を、表現といいますか、方向性が変わっ

たところでございます。請願の中にもございますように、いわゆる全市的なサービスレベルの

平準化と向上を目指すということを、これにつきましては生涯学習課としても、まさにこのと

おりだというふうなことは思っております。この考え方でございますが、生涯学習課としまし

ては、いわゆる図書館ありき、いわゆる箱物を中心にしての全市的なサービスの向上、平準化、

そういったものを目指すという方向と限られた予算の中で、今から予算が削減されようかとい

うこの時期でございますんで、この平準化をしていく上で外へ出て、いわゆる高齢化が進む中

で、市民等しくこのサービスが受けられるようにどのようにすればいいかというようなことを

考えまして、まず外に行く、図書館が地域へ出て行って、地域の皆さんにそれぞれ図書サービ

スが受けられるような方法はないかというようなことを考えまして、頴田図書館につきまして

は図書室と、しかしそれに関しては、外へ出て行って、図書館自体が地域へ出て行って、読書

活動を幾らかでも活発化していきたいという思いの中でこういった方向性を出したところでご

ざいます。穂波につきましても、この請願、それから市民の意見等々を参考にしまして、もう

一度この方向性について、住民の皆さんと、あるいはボランティアの皆さんと十分に話し合っ

て、そして、またその方向性を決めていきたいというようなことで提案をさせていただいてお

ります。 

○ 江口委員   

 その今言われたことが、市民に対してほとんど説得力を持たないということを１点指摘して

おきます。今の話は、住民の前に行って、そのとおり言えるのかというと、何を言ってるのと。

申しわけないですけど、何を言ってるのというレベルの話しかないんじゃないでしょうか。と

てもじゃないけれど、住んでおられる方々が納得できる話じゃないと思います。もしそれが納

得できるような話にするならば、これこれこういうことをきちんきちんきちんとやっていくか

ら安心してくださいと。そういったものが全くない中で、こういった形になるのは全く理解が

できません。この点のみ指摘しておきます。 

 決定についてなんですが、同じように、果してこれがどうなんだろうという思う点は幾つか

ございます。それについては、所管の委員会等々でそれぞれでお話をされるべきだと思ってお

りますので、これ以上についてはお話をいたしませんが、これから先、実際にこれを実施して

いくわけです。先ほど財源の話がありましたが、今、市民にごみ袋だったりとか、幾つか給食

であったりとか、幾つかの面で負担をお願いをしながら、そしてまた、サービスの部分でこう

いった形でサービスの低下も一たんやむを得ないところはございます。そういった中で、これ

から先、本当に二次実施計画をつくる中で、そしてまた実行していく中で、そこのどうしても

きちんと財源の部分というか、これから先このような形になって本当に安心なんだという姿を

もっともっとはっきり見せないとだめだと思っています。 

 この先ほどでしたら、両方合わせて１５億円ぐらいですよね。１４億７千万円ぐらいだった

と思いますが、１５億円程度だったかと思いますが、たしかその程度で市の財政がすべていい

ほうに回るかどうか。そして、それ以外にも何をどのぐらい手をつけていかなくちゃいけない



のか等々をはっきりさせる必要があると思っています。その点については、どのようなスケジ

ュールでやられるのか、お聞かせいただけますか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 先ほどの施設の効果額につきましては、大体今言われました１５億円弱、これも一時的な土

地を売却した金額も含めた中での金額でございます。今言われますように、多分来年度の当初

予算でも２０億円近い基金を取り崩した中での収支バランスを図っていくという形になってく

ると思います。そういう中で、新たな行革も視野に入れて、早急に内部で協議をしながら収支

バランスがとれるような、早急にとれるように行革を進めていきたいというふうには考えてお

ります。 

○ 江口委員   

 早急に早急にはわかるんですが、やっぱりどのぐらいの時期にはきちんとめどがたつという

部分がわからないと、市民の方々は納得できない部分があると思うんですね。来年度当初予算

が示され、そこの中では何年度までにどのぐらいという部分は見えてくると思っていてよろし

いんでしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 今、まだ内部で協議を始めておりませんので、当初予算の提案時期、２月定例会の中では、

そういう時期については明言できないんじゃないかなというふうに思っております。 

○ 江口委員   

 やっぱり大変申しわけないんですが、やっぱりそこの部分が非常に甘いんだと思っています。

この計画自体がもともと本来的なあり方というところでのスタートというよりも、飯塚市に関

しては財政という面、そこからのスタートだったと思っています。であるならばこそ、その財

政の面がきちんとベースで描けた上で話をしないと、お金がないからとりあえず何とかせない

かん。とりあえずできること何やろうかで、とりあえずざくっとつくったという部分でしかな

いんだと思うんですよ。 

 実施計画というけれど、非常にまだまだ荒いものでして、細かく見ていくと、まだまだこれ

が本当にやれるのかといったところが非常に不安がある。実際に実施していく中では、どんど

んどんどん変わっていく部分があるんだと思います。実施計画というよりも、まだまだそうい

った部分だと思うんですよ。もっともっとそこら辺の厳しい議論をやらないと深まらないと思

います。ぜひそこの部分を早期にやっていただきたい。 

 あともう１点、第二次実施計画を学校を中心として１１月までにつくるわけです。先ほども

ずっと、一番最初から学校の問題できょうは始まりました。やっぱりこの公共施設のことを考

えると、やっぱり学校が真ん中なんですよ。学校にまたいろんな施設を複合化しようという話

ですよね。私自身複合化には大賛成なんですが、ところが、他方では、子どもを学校に行かせ

てる保護者の方々からしてみれば、うちの子どもの行ってる学校に日常的に大人が入ってくる

ようになる。これで本当に安全が保てるんやろうかと、非常な大きな心配があるわけです。そ

れをいや大丈夫なんですよ。口だけではだめですので、それを本当に、これに対してはこうや

って対処してあります、こうやってやってます、やってます、やってます、対処します。そう

いうのが見えた中でやらなくちゃならないわけですよね。そしたら、もっともっとペースを早

くして、もうモデルケースとか意識しながら議論をしないと、とてもじゃないけど１１月には

たどり着かないと思います。そこら辺についてのもうちょっと詳しいスケジュールを、１１月

の第二次実施計画に至るまでのスケジュールを聞かせていただきたいんですが、どうなります

でしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 先ほど答弁いたしましたように、具体的なスケジュールは、現時点ではまだ作成はいたして

おりません。ただし、先ほど来、学校施設の複合化、多機能化、それから、受益者負担のあり



方とか、跡地の問題とか、早急に内部で検討する必要がございます。学校施設の複合化、多機

能化につきましては、今月４日の日に内部の検討組織を立ち上げまして、早急に協議を進めて

いきたいと。あとの受益者負担とか、跡地活用とかいうものも含めて今後早急に内部協議機関

をつくりまして、また、決まったことにつきましては、特別委員会のほうに報告をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

○ 江口委員   

 申しわけないんですが、内部協議機関を設けようが設けまいが、それは、ある意味行政内部

の話なんです。問題となるのは、市民の方々、保護者の方々とどうやって話をしていくかなん

ですよね。そこのスケジュールをはっきりさせていかないと、そして、そこがきちんと会話が

成立するようにしていただかないとまずいと思うわけです。 

 今回、第一次実施計画ができたのが、素案ができたのが、１０月の終わりでしたですよね。

そして、意見を聞いた。そして、私どもの意見も１１月の終わりぐらい、２日、３日、特別委

員会を設定させていただいて、お話をさせていただいた。ところが、残念なことに、これに私

どもが出した案に対する意見が、住民の方々が出した意見が、この実施計画、成案となったこ

の部分にどのように加味されたのか。そこについては、残念ながら、行政の方々のある意味懐

一つで決まったわけです。そうではなくて、そこに会話っていうか、そこにやりとりが必要だ

と思ってるんですよ。こういった案、こういった意見をいただいた。それに対して私どもはこ

うやって考えけるけどどう。それについて私ども議会も住民の方々も、いやそれはここら辺が

やっぱりだめだよね、こうやってやってほしい。そういったやりとりが必要だと思うんですよ。 

 第二次実施計画、特に、学校に絡む部分ですから、そういった部分をもっともっと大切にし

ないとならないと思うわけですが、そこの部分について十分な配慮いただけますでしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 貴重な御意見でございます。複数の委員さんからそういうお話を聞いておりますので、参考

にさせていただきながら、教育委員会だけじゃなくて、関係部署で詳細に、慎重に詰めていき

たいというふうに思っております。 

○ 江口委員   

 貴重な意見が、数少ない貴重な意見で、おっと棚の上の記帳にほったらかしにされることの

ないようにしていただきたいと思います。 

 再度、第一次実施計画に戻りますが、この計画の中でも、私自身反対の部分も幾つもござい

ます。個別個別で実施の段階で条例案だったりとか、そういった形で出てくるかと思いますの

で、そういった部分でお話はさせていただきたいと思いますが、やっぱりなぜそういった部分

がまだまだ含まれているのかについては、やっぱりそこの部分で拙速過ぎた部分がかなりある

からだと思っています。第二次実施計画については、そういったことがないように、また、第

一次実施計画の実施する際においても、そういった少しでもそういった不安であるとか懸念が

減るようにお願いをしたいと思っております。 

 


